
第三種郵便物認可

兵
庫
県
版

032018/兵庫県版 mon.12/17

することによって残業代計算の基礎となる賃

金の額を減ずることを目的とする場合、使用

者は、従業員に対してその不利益を説明した

上で同意を得なければなりません。

　　東京地裁平成27年 3 月13日判決は、使用者

が従業員に対してそのような目的を明確に説

明していないことから、形式的に従業員が同

意した旨の文書があるとしても、その同意が

従業員の自由な意思に基づくものと認められ

ないとして、固定残業代の合意は成立してい

ないと判断しました。

　　また、東京地裁平成30年 5 月30日判決も、

固定残業代を導入する新賃金体系への変更

は、従業員に著しい不利益をもたらすもので

あるところ、使用者の従業員に対する説明内

容は不正確かつ不十分なものであったことか

ら、従業員が雇用契約書に押印したとして

も、従業員による有効な同意があったとは認

められないと判断しています。

3　このように、従業員に不利益をもたらす固

定残業代を導入する場合、使用者は、会社の

経営状況や導入の目的、不利益緩和措置（業

務削減による労働時間の短縮など）の有無に

ついて、従業員向けの説明会を開催するなど

の方法により説明を尽くす必要があります。

　　決して「手取りは変わらないから不利益は

ない」などと事実と異なる説明をしてはなり

ません。

1　以前、このコーナーで、固定残業代を巡る

近時の裁判例を幾つかご紹介しました。平成

29年 7 月 7 日及び平成30年 7 月19日の最高裁

判決により、固定残業代の合意が有効である

といえるためには、

　①�通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増

賃金に当たる部分とに判別できること（明

確区分性）

　②�雇用契約書の記載内容や従業員に対する説

明内容、実際の勤務状況などの事情を考慮

して、時間外労働に対する対価として支払

われるものといえること（対価性）

　の要件が必要であることが明らかとなりまし

た。

　　人事評価や勤怠により変動する手当、営業活

動に伴う経費の補充や従業員に対するインセ

ンティブとして支給される手当などは、上記②

の要件を満たさない可能性が高いといえます。

　　他方で、一連の最高裁判決は、固定残業代

が何時間分の残業代であるかを明示すること

までは求めていないと考えられます。

2　ところで、これから固定残業代の制度を導

入しようとする場合、これまでの基本給に固

定残業代を加算して支給する場合は問題あり

ませんが、手取額を変えずに固定残業代を導

入する場合（基本給を減額する場合）には、

細心の注意が必要です。

　　基本給を減じ、その減額分を固定残業代と
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